
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月に今年度の人事異

動がありました。本年

度は、右の体制により

事業に取り組んで参り

ますのでよろしくお願

いします。 

■都市整備課 

課長  若枝  

土地区画 

整理係 

係長 清岡 昇格 

補償担当（事務） 土居  

換地担当（事務） 武森 
※税務課よ

り異動 

工事担当（土木） 西田  

会計年度 

 任用職員 

山﨑  

林  

原田  

 

shinohara 

tochikukaku 

information 
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南国市都市整備課土地区画整理係 

☎088-821-7373 

 



   

 

2  区画整理だより No.15 

使用収益が開始されることで

仮換地を利用できるようにな
り、建築行為等が可能になりま
す！ 

※建築行為等を行う場合は申
請が必要です。事前にご相談く
ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 10月より第Ⅰ工区（県道より南の

東方）一部の使用収益を開始しました。その

後、順次造成工事等の完了後、使用収益開始の

予定となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 25日に篠原土地区画整理事

務所で、第 10回高知広域都市計画事業篠原

土地区画整理審議会が開催されました。昨年

１２月に任期満了となり、審議会委員が改選

されました。それに伴い、今回の審議会で新

たに会長として、武市忠雄委員、副会長に

は、橋田健三委員、池本幸彦委員が選出され

ました。 

その他の審議会委員の方については次ペー

ジにて掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、第Ⅱ・Ⅲ工区（県道より南の中方及び

西方）を中心に今秋完成に向けて造成工事を実

施しております。 

工事期間中は近隣の皆様には御迷惑をお掛けし

ますが、できる限りの騒音対策や運搬車両等の

安全な通行に努めてまいりますので、ご協力よ

ろしくお願いします。 

また、都市計画道路「県道

高知南国線」が令和 2年 4月

21日より一部区間の通行がで

きるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ工区（県道より北の西方）では主に令

和３年度着工予定の区画道路部分を対象に埋

蔵文化財の発掘調査を開始しました。 

また、当工区内の建物や立木等の補償物件

については、調査算定、移転交渉を順次行っ

ております。なお、対象となる物件をお持ち

の方には、事前にご連絡し具体的な協議をさ

せていただきますので、ご協力をお願いしま

す。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.shimoji.biz/99_blank005.html&psig=AOvVaw3kOn1ECkG8c_STZjKNyN-e&ust=1591420574888000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjx7u716ekCFQAAAAAdAAAAABAL


   

 

3  区画整理だより No.15 

篠原土地区画整理審議会委員をご紹介します 

任期：令和元年 12 月 10日～令和６年 12月９日 

■選挙委員（50音順） ※土地所有者を代表する委員 

・池本
いけもと

 
ゆうすけ

    

・池本
いけもと

 幸彦
ゆきひこ

    

・池本
いけもと

 義郎
よしろう

    

・岡上
おかのうえ

 孝士
こ う し

    

・武市
た け ち

 忠
ただ

雄
お

    

・土田
つ ち だ

 三
み

佳代
か よ

   

・橋田
は し だ

 健三
けんぞう

     

■学識経験委員（50音順） 

  ・小﨑
こ さ き

 已喜
み き

雄
お

 （元南国市都市整備課長、前南国市都市計画審議会会長） 

  ・横山
よこやま

 成郎
せいろう

  （高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 非常勤講師） 

 

事前にご相談ください 

１．相続や売買及び分合筆等により登記内容に変更を伴う場合 

施行地区内の土地の売買や相続など権利の移転及び分筆・合筆等に制限がかかることは

ありません。ただし、仮換地の指定内容に影響する場合がありますので、必ず事前に施行

者にご相談くださいますようお願いします。 

また、所有権移転の場合は、仮換地指定や清算金の権利義務等が新しい権利者に継承さ

れますので、当事者間でこれらの事項の申し送りをお願いします。 

 

２．建築等を行う場合 

施行地区内で次の行為を行う場合は、市長の許可が必要ですので、事前にご相談くだ

さい。 

◇建築物、工作物の新築、改築、増築  

◇土地の形質の変更（盛土、掘削等）  

◇移動の容易でない物件（重量５ｔ超）の設置又は堆積  

  

※申請書の様式や必要な添付書類、申請方法等については南国市 

のホームページにも載せてあります。 

① ウェブで「南国市」で検索 →②南国市ホームページの左 

の「組織で探す」をクリック →③３階の都市整備課の「登録 

情報」をクリック →④下の方の「土地区画整理法第７６条の 

規定による許可申請について」をクリックしてください。

土地区画整理審議会は、土地の権利者の意見を仮換地計画など

に反映させ、事業を適正に運営するための諮問機関です。 

施行者（市）は評価員の選任や 

仮換地の指定などの法定事項に 

ついて審議会の同意や意見を得 

ながら事業を進めていきます。 



 

 

しのはら歴史さんぽ 第 ６ 回 

～ 古代の役人の帯飾りが発見されました！ ～ 

前回は郡の役所の税を納める倉庫の可能性がある、総柱建物が見つかったお話で

したが、昨年度の調査では遺跡の西南部で、役人が付けていた帯飾り「巡方」が出

土しました。形状は表面が 30 ㎜×27 ㎜、裏面が 34 ㎜×31 ㎜、高さが 7 ㎜の

四角錐台形で、表面と側面を丁寧に研磨しているのに対し、裏面には石挽き鋸によ

る粗い切断痕が残されたままです。 

古代の官人の装束を定めた衣服令などによれば、巡方には材質によって金属製と

石製の２種があり、本資料のような石製品は、金属製品に続いて奈良時代の終わり

頃（８世紀後葉頃）から用いられ始めたようです。本資料はそうした石製品の中で

も、金属製品の影響が残る古いタイプで、帯へ鋲留めするための貫通孔が四隅に穿

たれています。こうしたタイプは全国的にも平城宮など僅かな出土例が知られてい

るのみで、県内では初の出土となります。石材にも決まりがあったようですから、

落としてしまった役人はさぞかし慌てたことでしょう。（南国市教育委員会） 

    

 

出土した巡方の表面（上）と裏面（下） 

1木村泰彦 2002「銅銙から石銙へ」：奈良文化財研究所編『銙帯をめぐる諸問題』を一部改変 

じゅんぽう 

びょう 


